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第１章 計画の趣旨 

 

１ 計画の目的 

 

 人口減少や高齢化、世帯の少人数化など、社会的な変化に伴い、全国的に空き家が増加

しています。 

 令和５（2023）年の「住宅土地統計調査（総務省統計局）」によると、全国の空き家数・空

き家率は約９００万戸・１３．８％となり、ともに過去最高となりました。特に空き家数は３０年

前の平成５（1993）年の調査結果と比較すると約２倍と、近年、急激に増加傾向にあります。 

 空き家の増加は、地域の防災・防犯リスクの増加や景観面での悪影響、衛生や環境面へ

の悪影響など、様々な問題を引き起こすことから、日本全体が抱える社会問題となってい

ます。 

 このような社会問題への対策のため、平成 26（２０１４）年に「空家等対策の推進に関する

特別措置法」（以下、「空家特措法」という。）が制定され、市町村が空き家対策に取り組む

ための法的根拠が整備されました。 

また、令和５（２０２３）年には、増加する空き家への対策の一層の強化を目的とし、空家

特措法の一部が改正され、管理不全空家等に対する指導や勧告、特定空家等に対する緊

急代執行措置などが新たに空家特措法に追加されました。 

本市においても、地域住民の生活環境の保全及び安全・安心なまちづくりを推進するた

め、空家特措法に基づき、空家等の適切な管理の促進、利活用の推進を図るための総合

的な対策を計画的に実施することを目的とし、平成 29（２０１７）年３月に「宮古市空家等対

策計画（計画期間：平成 28（2016）～令和７（2025）年度）」を策定しました。 

 本計画は、これまで計画に基づき実施してきた取り組みの評価、検証や、令和６（2024）

年度に実施した空家実態調査の結果、改正された空家特措法等を踏まえ、本市の空き家

対策のより一層の推進を図ることを目的として策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果（総務省） 
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２ 計画の位置づけ 

 

 本計画は、空家特措法第７条の規定に基づき策定するもので、令和５（2023）年１２月に

改正された空家特措法及び「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための

基本的な指針」（以下、「国指針」という。）に即した計画とします。 

 また、計画の推進にあたっては「宮古市総合計画」、「宮古市国土強靭化地域計画」のほ

か、関連の分野別計画等との整合性を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の対象地域 

 

 令和６（2024）年度に実施した空家実態調査の結果、空き家は市内の全域にわたって分

布しています。このことから、本計画の対象地域は「市内全域」とします。 

 

４ 計画の期間 

 

 本計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和１２（2030）年度までの５年間としま

す。 
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５ 計画の対象とする空家等 

 

 本計画の対象とする空き家は、空家特措法第２条第１項で規定する「空家等」（空家特措

法第２条第２項で規定する「特定空家等」及び第 13 条第１項で規定する「管理不全空家 

等」を含む）、のほか、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予

見されるものも含みます。なお、空家特措法第２条第１項ただし書きにおいては、空家等に

ついて国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除くとしていますが、本計画に

おいては計画の対象に含むものとします。 

また、活用促進の観点から、その跡地についても対象とすることとします。 

なお、計画中に記載する「空き家」については、総務省統計局による「住宅・土地統計調

査」で用いるほか、広義の意味で一般用語として用いる場合に使用します。 
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第２章 本市の現状と空家等の実態と課題 

 

１ 本市の人口推移と将来推計 

 

（１）本市の総人口の推移 

 国勢調査における本市の総人口は、昭和 35（1960）年をピークに、長期的に減少を続け

ています。 

 人口減少は昭和 60（1985）年以降に加速化が進み、平成 27（2015）年から令和２

（2020）年の 5 年間は△6,307 人と、5 年毎の比較では過去最高の減少幅となりました。 

 

 
資料：総務省「国勢調査」 ※合併前は市町村の合計値 

 

（2）本市の年齢区分別人口（人口ピラミッド）の推移 

 人口構造を可視化する「人口ピラミッド」は、人口ピーク時の昭和 35（１９６０）年がいわゆ

る「富士山型」であったのに対し、年を経過するごとに、高齢化や少子化の状態を示す「つ

ぼ型」に形状が変化しています。 

このような人口ピラミッドの変化から、本市の少子高齢化が長期的に進んでいることが

分かります。 

また、戦後のベビーブームで生まれた世代が現在高齢期を迎えていることから、今後も

中長期的に人口の自然減（死亡数から出生数を差し引いた人口増減値）が続くことが予想

されます。 
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1960（S35）年

男性 女性 計 割合

39,812 41,281 81,093 -

14,206 13,899 28,105 34.7%

23,737 25,129 48,866 60.3%

うち20～39歳 12,048 12,949 24,997 30.8%

1,869 2,253 4,122 5.1%

総人口

老年人口（65歳以上）

年少人口（15歳未満）

生産年齢人口（15～64歳）

2000（H12）年

男性 女性 計 割合

31,793 35,193 66,986 -

5,005 4,781 9,786 14.6%

20,489 21,208 41,697 62.2%

うち20～39歳 6,773 6,891 13,664 20.4%

6,273 9,199 15,472 23.1%老年人口（65歳以上）

総人口

年少人口（15歳未満）

生産年齢人口（15～64歳）
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資料：総務省「国勢調査」 ※合併前は市町村の合計値 ※総人口に「年齢不詳」含む 

2010（H22）年

男性 女性 計 割合

28,191 31,239 59,430 -

3,702 3,528 7,230 12.2%

17,001 16,791 33,792 56.9%

うち20～39歳 5,376 5,260 10,636 17.9%

7,451 10,912 18,363 30.9%老年人口（65歳以上）

総人口

年少人口（15歳未満）

生産年齢人口（15～64歳）

2020（R2）年

男性 女性 計 割合

24,381 25,988 50,369 -

2,547 2,456 5,003 9.9%

13,597 12,397 25,994 51.6%

うち20～39歳 4,108 3,661 7,769 15.4%

7,996 11,046 19,042 37.8%老年人口（65歳以上）

総人口

年少人口（15歳未満）

生産年齢人口（15～64歳）
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（3）本市の世帯数の推移 

 国勢調査における本市の世帯総数は、平成 12（2000）年から令和 2（2020）年にかけ

ての 20 年間で△2,172 世帯減少しています。 

 核家族世帯や３世代世帯が減少傾向にある反面、単独世帯は増加傾向にあり、高齢単

身者世帯は平成 12（2000）年から令和２（2020）年にかけての 20 年間で 1,808 世帯

増加しています。 

 

■本市の世帯数の推移（世帯類型別） 

（単位：世帯） 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 ※合併前は市町村の合計値 

 

 

 

 

うち高齢夫婦

世帯

2000

（H12）
23,324 12,857 4,786 2,170 5,904 2,167 4,999 48 5,420 1,735 0 3,651

2005

（H17）
23,031 12,576 4,874 2,561 5,339 2,363 4,633 67 5,755 2,237 0 3,288

2010

（H22）
22,440 11,962 4,739 2,783 4,799 2,424 4,219 110 6,146 2,621 3 2,871

2015

（H27）
22,544 11,399 4,476 2,857 4,511 2,412 3,563 148 7,410 3,193 24 2,334

2020

（令和2）
21,152 10,671 4,234 2,788 4,045 2,392 2,900 124 7,447 3,543 10 1,778

（再掲）

3世代世帯

調査年次

単独世帯 うち

高齢単身者

世帯

世帯類型

不詳

一般世帯数

核家族世帯
夫婦のみの

世帯

ひとり親と

子供から

成る世帯

夫婦と

子供から

成る世帯

非親族を

含む

世帯

核家族

以外の

世帯
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（４）本市の将来推計人口 

 令和５（2023）年 12 月に、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）に

よる将来推計人口が公表されました。 

 社人研による最新の推計値は、令和２（2020）年の国勢調査結果を出発点とし、「将来の

生存率」「将来の移動率」「将来の出生率及び出生性比率」を乗じて、５年ごとにその人口の

増減を推計したものです。 

 最新の推計結果によると、本市の将来推計人口は令和 32（２０５０）年に総人口約２万７

千人まで減少することが予測されています。 

 前回（平成 30（2018）年）公表された推計結果では、令和 32（２０５０）年年の総人口は

約３万人と予測されていました。この推計値は、平成 27（２０１５）年の国勢調査の結果を基

に推計されたものであり、当時の予測を上回る速度で人口が減少したことが分かります。 

 

■本市の将来推計人口 

（単位：人） 

 
資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 
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２ 住宅・土地統計調査における空き家の状況 

 

（１）住宅数、空き家数の推移 

 国が５年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」の結果によると、全国の住宅総数は

年々増加を続けています。この一方で、空き家数も増加を続けており、令和５（２０２３）年調

査時においては、空き家数は２０年前と比較し約１.４倍も増加しています。また、空き家率

（空き家総数／住宅総数）についても上昇が続いています。 

 岩手県における空き家率については、平成 25（２０１３）年調査時までは全国平均とほぼ

同等の比率で推移してきましたが、平成 30（２０１８）年以降、全国平均よりも高い空き家率

となっています。 

 本市における空き家率については、東日本大震災による住宅の流失・滅失や、復興事業

の進捗に伴い住宅需要が高まったことで、平成 25（２０１３）年調査時において一時的に空

き家数の減少、空き家率の低下をもたらしたものの、人口減少や高齢化、単身世帯の増加

等の世帯変化により、近年、空き家数が急激に増加しています。 

 令和５（２０２３）年調査時は、５年前と比較し、空き家数が1,820戸増加、空き家率が7.9

ポイント上昇しており、人口問題の深刻化とともに、今後も空き家数の増加、空き家率の上

昇が見込まれます。 

 

 

■住宅総数、空き家数、空き家率の推移（全国、岩手県、宮古市） 

（単位：戸、％） 

 
資料：総務省「住宅・土地統計調査」 ※平成 15（２００３）年、平成 20（２００８）年は合併前

の旧宮古市のみ 

 

 

 

 

 

 

 

住宅総数 空き家総数 空き家率（％） 住宅総数 空き家総数 空き家率（％） 住宅総数 空き家総数 空き家率（％）

2003

（H15）
53,890,900 6,593,300 12.2 527,900 60,800 11.5 22,640 3,490 15.4

2008

（H20）
57,586,000 7,567,900 13.1 549,500 77,300 14.0 25,010 3,520 14.1

2013

（H25）
60,628,600 8,195,600 13.5 558,000 76,300 13.6 25,470 3,300 13.0

2018

（H30）
62,407,400 8,488,600 13.6 579,300 93,500 16.1 25,440 3,650 14.3

2023

（R5）
65,046,700 9,001,600 13.8 579,400 100,400 17.3 24,640 5,470 22.2

調査年
全国 宮古市岩手県
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（２）空き家の種類 

 「住宅・土地統計調査」による本市の空き家数の内訳を見ると、別荘などの「二次的住宅」、

「売却用の住宅」の割合は低く、「賃貸用の住宅」、「その他の住宅」が大半を占めています。 

 「賃貸用の住宅」については、東日本大震災における住宅需要の高まりから、平成 25（２

０１３）年調査時に一度減少を迎えたものの、平成 30（２０１８）年から増加に転じ、令和５（２

０２３）年調査時には５年前との比較で約２倍に増加しています。 

 「その他の住宅」については、直近の調査時で 3,360 戸と、１０年前から約千戸も増加し

ています。なお、居住世帯が長期にわたり不在となる可能性が高い「その他の住宅」は、他

の住宅と比較し、管理不全の状態となる可能性が高いと考えられることから、増減の動向

や「その他の住宅」の空き家率の動向に注視が必要です。 

 

■本市の区分別空き家数の推移 

（単位：戸、％） 

 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」 ※平成 15（２００３）年、平成 20（２００８）年は合併前

の町村は含まない 

賃貸用の住宅 売却用の住宅 二次的住宅 その他の住宅

2003
（H15）

22,640 3,490 1,750 20 30 1,680 15.4 7.4

2008
（H20）

25,010 3,520 1,430 50 20 2,020 14.1 8.1

2013
（H25）

25,470 3,300 790 10 200 2,310 13.0 9.1

2018
（H30）

25,440 3,650 1,020 40 40 2,540 14.3 10.0

2023
（R5）

24,640 5,470 1,980 40 90 3,360 22.2 13.6

空き家総数住宅総数調査年
「その他の住宅」

の空き家率
空き家率



 

 

 - 13 -  

 

 

 

※「住宅・土地統計調査」における「空き家」と空家特措法における「空家等」の関係 

 「住宅・土地統計調査」では、住宅・土地統計調査では、一戸建だけでなく共同住宅の

空室も一戸の「空き家」と数えられます。 

 一方、空家特措法における「空家等」は、一戸建、すべてが空室となった共同住宅、その

他の利用されていない建物が含まれます。また、空家特措法における「空家等」は、「居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とされており、居住世帯が長期に

わたって不在の住宅が含まれる「その他の住宅」の中に、空家特措法における「空家等」

が含まれている可能性が高いと考えられます。 
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３ 令和６（2024）年度宮古市空家実態調査の結果 

 

（１）調査目的 

 本調査は、市内の空家等について現地調査を行い、空家等の数や分布状況、老朽度等

を把握し、データベースを構築するとともに、今後の本市における空家等への適切な管理

や利活用の促進に資する基礎資料を作成することを目的に実施しました。 

 

（２）調査対象地域 

 宮古市全域 

 

（３）調査期間 

 令和６（2024）年４月１９日～令和７（2025）年３月１０日 

 

（４）調査の概要 

①現地調査対象候補の抽出 

 水道給水データより、以下のとおり使用区分を整理しました。 

開栓 新設 閉栓 廃止 不明 

20,857 件 11 件 5,480 件 671 件 4,109 件 

 

②航空写真等との突合 

 使用区分のうち、「閉栓」「廃止」「不明」（計 10,260 件）を対象に、現地調査対象となる建

物が現存するか確認するため、航空写真や家屋課税外形等との突合を行いました。 

 この結果、6,192 件を現地調査の対象として整理しました。 

 

③現地調査の実施 

 現地調査は、原則公道からの目視確認及び記録写真の撮影により実施しました。 
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④空き家カルテの作成 

 現地調査の結果を基に、空き家カルテを作成しました。 

 
 

⑤GIS データベースの構築 

 調査結果を基に、地理情報が付与された GIS データを構築するとともに、地区別の空家

の分布状況を可視化できるよう、ヒートマップを作成しました。 
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（５）調査結果 

 現地調査の結果、空き家と判断された件数は、以下のとおりです。 

地  区 件数 

主要用途（推定） 

戸建住宅 
共同住宅 

長屋 

店舗、 

事務所、倉庫 
その他 

宮古地区 1,297 1,070 48 171 8 

田老地区 197 154 9 28 6 

新里地区 181 157 1 22 1 

川井地区 365 297 6 59 3 

合  計 2,040 1,678 64 280 18 

 

 平成２７（2015）年度に実施した実態調査の結果と比較すると、すべての地区で増加して

います。 

 現地調査の抽出条件など、調査手法が全く同一ではないことから、純増と評価することは

必ずしもできないものの、判定までの手順に大きな相違がないことから、相対的に見て、空

き家数が増加していることは明らかです。 

地  区 
R6（2024）

（件） 

H27（2015）

（件） 

増減 

（件） 

増減率 

（％） 

宮古地区 1,297 357 940 263.3 

田老地区 197 58 139 239.7 

新里地区 181 97 84 86.6 

川井地区 365 174 191 109.8 

合  計 2,040 686 1,354 197.4 

 

 住民基本台帳における地区別人口の増減数は以下のとおりです。 

 空家数に反比例する形で、人口は全ての地区で減少しています。地区ごとの持家比率や、

「どの年代の人口が減少したか」など諸要因が影響するものではありますが、人口減少と空

き家の増加には相関性があることが分かります。 

地  区 
R7.1.1 時点 

（人） 

H28.1.1 時点 

（人） 

増減 

（人） 

増減率 

（％） 

宮古地区 39,130 47,345 △8,215 △17.4 

田老地区 2,513 3,163 △650 △20.6 

新里地区 2,164 2,873 △709 △24.7 

川井地区 1,825 2,650 △825 △31.1 

合  計 45,632 56,031 △10,399 △18.6 
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(6)立地適正化計画で設定した誘導区域における空き家の分布状況 

 令和６（２０２４）年１２月に策定した「宮古市立地適正化計画」において設定した誘導区域

における空き家の分布状況をヒートマップで表した図が以下のとおりとなります。 

 

①居住誘導区域及び都市機能誘導区域 

 居住誘導区域とは、一定エリアにおいて人口密度を確保し、居住者の生活の利便性を保

つために必要なサービスやコミュニティの維持を図るように居住を誘導する区域です。本

市においては、以下の基準に基づき区域を設定しています。 

 

 

 都市機能誘導区域とは、原則として居住誘導区域の中に定められるものであり、都市の

居住者の共同の福祉や利便の向上に資する医療・福祉・商業等の都市機能を誘導し集約

することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。本市においては、

以下の基準に基づき区域を設定しています。 
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本市における居住誘導区域及び都市機能誘導区域、当該区域における空き家の分布状

況は以下のとおりです。 

【居住誘導区域及び都市機能誘導区域】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

 

宮古駅 

山口団地駅 
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②地域拠点区域 

 地域拠点区域は、地域の拠点となる区域に生活に必要な生活サービスを維持・誘導する

エリアとして、市が独自に設定する区域です。市においては、以下の基準に基づき区域を

設定しています。 
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本市における地域拠点区域、当該区域における空き家の分布状況は以下のとおりです。 

（ア）津軽石地区 

【地域拠点区域（津軽石地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

  

津軽石出張所 

津軽石駅 
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（イ）磯鶏地区 

【地域拠点区域（磯鶏地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

  

八木沢・宮古短大駅 

磯鶏駅 
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（ウ）花輪地区 

【地域拠点区域（花輪地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 
 

 

 

 

  

農村文化伝承館 

※１００ｍメッシュ上に３件以上空き家なし 
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（エ）鍬ケ崎地区 

【地域拠点区域（鍬ケ崎地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 
 

 

 

  

鍬ケ崎公民館 
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（オ）崎山地区 

【地域拠点区域（崎山地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 
 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 
 

 

 

  

崎山出張所 
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（カ）田老地区 

【地域拠点区域（田老地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

 

  

新田老駅 
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（キ）新里地区 

【地域拠点区域（新里地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 
【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

 

新里総合事務所 

茂市駅 
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（ク）川井地区 

【地域拠点区域（川井地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

 

  

川井総合事務所 

陸中川井駅 
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③生活拠点区域 

 生活拠点区域は、地区内を利用圏としてサービスを提供する施設を維持・誘導し、中心

拠点及び地域拠点と連携しながら地区内に居住する市民の生活利便性の維持・向上を図 

るエリアとして市が独自に設定する区域です。市においては、以下の基準に基づき区域を

設定しています。 

 

 

本市における生活拠点区域、当該区域における空き家の分布状況は以下のとおりです。 
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（ア）重茂地区 

【生活拠点区域（重茂地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 
 

 

 

  

重茂出張所 
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（イ）小国地区 

【生活拠点区域（小国地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

 

  

小国出張所 

里の駅おぐに 
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（ウ）門馬地区 

【生活拠点区域（門馬地区）】 出典：宮古市立地適正化計画 

 
 

 

【空き家分布状況（100ｍメッシュによるヒートマップ図）】 

 

 

 

 

  

松草駅 

門馬出張所 

旧門馬小学校 
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４ 前期計画期間における取り組みの成果 

 

（１）各数値目標における実績 

 前期計画（計画期間：平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度）において設定した数

値目標及び各年度の実績は、以下のとおりです。 

 

【数値目標】 

指標 
策定時 

H27(2015) 

中間目標 

R2(2020) 

最終目標 

R7(2025) 

①空家相談窓口の利用数【年間】（件） - 50 50 

②空家バンクの登録数【累計】（件） - 20 40 

③空家バンク登録物件の成約件数【累計】（件） - 5 20 

④空家リフォーム補助件数【年間】（件） - 5 5 

 

【実績値】（R6（2024）まで） 

指標 
H28 

(2016） 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

① 12 10 19 11 11 50 41 111 97 

② 4 5 10 12 13 21 29 53 66 

③ 2 2 3 5 6 10 13 27 36 

④ - 0 1 1 0 0 1 1 3 

 

（２）各指標に対する評価 

①空家相談窓口の利用数【R6（2024）時点目標達成】 

 空き家の増加とともに、相談件数は増加傾向にあります。 

 相談の内容は「相続に関すること」「空家等の売却や処分等に関すること」など所有者等

からの相談のほか、近年は「適切な管理がなされていない空家等に関する苦情」が増加傾

向にあります。 

 増加する相談に適切に対応するため、市の相談窓口のほか、関係機関や民間との連携・

協力により、様々な困りごとに対応できる体制づくりが求められます。 

 

②空家バンクの登録数【R6（2024）時点目標達成】 

 令和２（2020）年度まで新規登録件数は年数件に留まっていましたが、令和３（2021）年

度以降登録件数は増加傾向にあります。 

 市のホームページのほか、SNS や空き家サポートブック、固定資産税納税通知書へ同封

するチラシなど、様々な媒体で事業周知を行っていることが事業認知の向上に繋がったも

のと考えられます。 

 流通促進のため、事業協定を締結している岩手県宅地建物取引業協会をはじめ、関係
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機関と連携し、登録件数の増加に引き続き取り組む必要があります。 

 

③空家バンク登録物件の成約件数【R6（2024）時点目標達成】 

 登録数の増加に伴い、成約件数も増加傾向にあります。登録件数の増加が成約数増に

直結することから、流通促進のため引き続き様々な媒体で事業周知を行っていくことが効

果的であると考えられます。 

 

④空家リフォーム補助件数【R6（2024）時点目標未達成】 

 補助事業を空家バンクと絡めてＰＲすることで、令和６（2024）年度は３件の交付実績と

なりましたが、目標値である年５件は未達成の状況です。 

 空家バンク登録物件成約への呼び水としての効果も期待できることから、引き続き空家

バンク事業と連動して事業周知を図る必要があります。 

 

５ 空家等対策に関する課題 

 

 本市の人口推移と将来推計、空家等の現状や実態から、空家等対策に関する課題を次

のとおり整理します。 

 

課題１ 人口減少、少子高齢化や世帯の変化に伴う空家等の増加 

 本市の人口は長期的に減少を続けているとともに、少子化、高齢化が進行している状況

にあり、今後も中長期的に人口の自然減が続くことが予想されます。 

 また、人口減少に伴い世帯の総数は減少する一方で、高齢単身者世帯は増加傾向にあ

ります。 

 このことから、高齢単身者の死亡や施設等への入所、入院などによる空家等の増加が懸

念されます。 

 

課題２ 危険性の高い空家等への対策 

 建築物は適切な管理をしないと劣化が進みます。特に木造建築の場合、定期的な換気が

なされないと湿気等の影響で傷みが生じます。 

 また、小動物や害虫の住みつき、庭木の繁茂による景観の悪化や治安の悪化など、放置

することによるリスクは多岐にわたります。 

 近年、適切な管理がなされず放置された空家等に関する苦情は増加傾向にあり、空家等

の増加とともに、危険性の高い空家等も増加する可能性があります。 
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課題３ 利活用促進のための取り組みの強化 

 「空き家を売却したい」「空き家を賃貸したい」といった所有者等からの相談は年々増加

傾向にあり、これに伴い空家バンクの登録件数、成約件数も増加しています。 

 空き家の状態となった住宅を早期に次の所有者へマッチングすることで、建物を良好な

状態で利活用することが可能となります。 

 引き続き、需要と供給のマッチングの場を数多く創出する必要があります。 

 

課題４ 空家等の継続的な把握 

 少子高齢化の進展、世帯の変化など、社会経済情勢が大きく変化しています。 

 空き家は高齢単身者の死亡や施設等への入所、入院などにより発生する可能性が高く、

今後のまちづくりを進める上で、空き家の状況を継続的に把握する必要があります。 

 また、把握した情報を適切に管理する体制が必要となります。 
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第３章 空家等に関する対策の基本方針 

 

１ 基本方針 

 第２章の本市の現状と空家等の実態と課題を踏まえて、空家等に関する対策の基本方針

を次のとおり掲げます。 

 

基本方針１ 管理に問題のある空家等の発生予防と適切な管理の促進 

 人口減少や高齢者世帯の増加などによる世帯構成の変化に伴い、空家等が増加する状

況にあります。 

 空家等の発生そのものを予防することは現状困難な状況にあり、空き家となった建物を

定期的に管理し、健全性を維持することが重要な視点となります。 

 空家特措法では、所有者等の責務として「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努める」ことが規定されているように、空き家の管理責任は第一義

的に所有者等にあるものです。 

 本市は、所有者等による空家等の適切な管理を促し、空家等に対する意識の向上を図り、

危険性の高い空家等の発生を予防します。 

 

基本方針２ 管理に問題のある空家等への対応 

 適正管理が行われていない空き家は、放置することで市民の生命、身体又は財産に危険

が及ぶおそれのある特定空家等や放置すれば特定空家等になるおそれのある管理不全空

家等として、周辺の生活環境に様々な悪影響を及ぼすおそれがあります。 

 本市は、このような市民生活に悪影響を及ぼす空家等に対し、必要に応じ、空家特措法

や、「宮古市空家等の適正管理に関する条例」（以下、「空家条例」という。）に基づいた対応

を行います。 

 

基本方針３ 空き家や除却後の跡地の利活用の推進 

 空家等対策を推進する上で、除却後の跡地も含めた空家等を地域資源と捉え、活用を

推進する視点が重要となります。 

 地域交流、地域活性化、福祉サービスの拡充など、地域貢献への活用の可能性について

検討するとともに、有効活用を進めます。 

 また、売却や譲渡を希望する所有者等と購入希望者をマッチングする空家バンク事業に

ついて、事業効果を高めるための取り組みを行うとともに、事業拡充を図ります。 

 

基本方針４ 継続的な実態の把握と体制整備 

 社会変化に対応した柔軟な施策を展開するために、継続的な実態把握に努めます。 

 また、複雑化する問題の解決に向け、地域、民間事業者、関係団体等との連携・協力によ

る空家等対策の体制を整備し、取り組みを進めます。 
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２ 施策の体系 

 課題、基本方針を踏まえて、次のとおり施策の方向性を掲げます。 
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第４章 空家等の調査に関する事項 

 

１ 空家等の実態把握 

 空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、「住宅・土地統計調査」をはじめと

した既存の統計資料等も活用しつつ、市内の空家等の実態把握を行うことが重要です。 

 本市では、平成２７（2015）年度、令和６（2024）年度の２度にわたり、市内全域の空家

等の実態調査を実施していますが、今後の人口動態により空家等の増加が見込まれること

から、関係機関をはじめ、市民等から情報提供を受けた空家等の情報について、定期的に

実態調査や所有者等の意向調査を実施し、個別に対応方針を検討します。 

 また、今後も定期的に市内全域を対象とした実態調査を実施し、現状把握に努めます。 

 

２ 空家等の調査 

 空家等の実態把握にあたっては、以下のとおり調査目的や対象、調査内容を区分し調査

を実施します。 

 

 調査区分 

所在調査 個別調査 特定空家等調査 

目   的 

市内全域の空家等を

対象とし、その所在地、

分布状況等を把握す

ることで空家等対策の

基礎資料とするもの 

外観、所有者等を調査

し、所有者等への情報

提供、助言等の基礎資

料とするもの 

管理不全空家等や特

定空家等の判断に係

る基礎とするもの 

対   象 

市内全域の空家等 地域住民や関係機関

等から情報提供、苦情

等のあった空家等 

管理不全空家等や特

定空家等に該当する

可能性のある空家等 

調査内容 
空家等の所在、所有者

等、外観等（簡易調査） 

空家等の所在、所有者

等、外観等 

空家等の所在、所有者

等、状態等 

調査方法 

ライフライン使用状況

等からの抽出及び敷

地外からの外観目視

等調査 

空家特措法第９条に基

づく調査 

空家特措法第９条に基

づく調査、国土交通省

「管理不全空家等及び

特定空家等に対する

措置に関する適切な実

施を図るために必要な

指針（（以下、「ガイドラ

イン」という。）」に基づ

く調査 

実施時期 
令和 11（2029）年度 

※計画期間の最終年度 

随時 随時 
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３ 空家等情報のデータベース化 

 空家等は、中長期にわたり個々の対応が必要な場合が多く、また時間の経過に伴い状態

や状況に変化が生じます。 

 このことから、現地調査の結果や空家等に対する個々の対応状況等については、データ

ベースにより情報を管理することで、効率的な対策の実施に繋げます。 

 また、必要に応じ庁内関係部署間で情報を共有し対策を実施するものとします。 
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第５章 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

 

１ 所有者等による適切な管理の促進 

（１）管理意識の啓発・情報発信 

 空家特措法では、所有者等の責務として「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努める」ことが規定されているように、空き家の管理責任は第一義

的に所有者等にあるものです。 

 この原則に立ち、市の広報紙、ホームページなど様々な媒体を通じて空家等の適正管理

に関する周知・啓発を行い、所有者等の管理意識の醸成を図ります。 

 また、空家等は現に所有していない場合であっても、相続等で将来的に取得する可能性

があります。管理に問題がある空家等の発生予防の観点から、広く市民に対し啓発、情報

発信を行い、管理意識の醸成を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

・管理意識の醸成のため、市の広報紙、ホームページ、各種ＳＮＳを通じて情報発信を行

います。 

・空き家の相続や管理、売却や除却など様々な選択を支援するためのサポートブックを

作成し、広く配布します。 

・固定資産納税通知書へのチラシ同封により、空家等の所有者以外も含めた固定資産

の所有者、納税義務者等へ啓発を行い、管理意識の醸成を図ります。 

・関係機関等と連携・協力したセミナーを開催し、啓発に努めます。 

・民間事業者との連携・協力に基づき、空家等の巡回・管理サービスについて情報発信

を行うことで、適切な管理の促進に繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホームページでの周知・啓発】 【サポートブックの作成】 
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（２）除却に対する支援 

 活用予定のない空き家については、除却することで管理にかかる労力や費用の削減、老

朽化による倒壊や周辺への悪影響などのリスク回避につながる場合があります。また、除

却により土地の再流通や利活用の可能性も高まる可能性があります。 

 市では、除却に対し必要な支援を行うことで、空家等の老朽化によるリスクの低減や土地

の再流通の促進を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

・民間事業者との連携・協力に基づき、除却費用等を簡易診断できるサービスを提供す

ることで、所有者等の意向に沿った選択を後押しします。 

・除却にかかる費用に対し補助（空家等利活用補助金）を行い、所有者等の金銭的負担

の軽減を図ります。 

・除却により増額となる跡地の固定資産税額を一定期間軽減することで、所有者等の経

済的負担の軽減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【納税通知書へのチラシ同封】 【市民等を対象としたセミナーの実施】 

【土地売却相場や解体費用の相場を簡易診断できるサービスの提供】 
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第６章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

 

１ 空家バンク事業を核としたマッチング支援 

 

 本市内に点在する空家等を有効活用することにより、中古住宅市場の流通が活発になり、

空家等問題の発生抑制、本市への移住・定住の促進など、地域の活性化に繋げることを目

指し、様々な機会の創出や取り組みについて推進、検討します。 

 

（１）空家バンク事業の拡充・推進 

 売却・貸出を希望する所有者等と、空家等の利用を希望する方をつなぐ「宮古市空家バ

ンク」を運営しており、登録物件、成約件数ともに年々増加傾向にあります。 

 さらなる登録件数・成約件数の増加を図るため、空家バンク事業の認知度向上に向けた

取り組みを展開するとともに、幅広い視点で再流通の可能性を高めるため、空家バンク事

業の拡充を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

・空家バンク事業の認知度向上とともに、登録物件がより多くの方の目に触れるよう、市

のホームページ、各種ＳＮＳを通じて情報発信を行います。 

・サポートブックの配付や固定資産納税通知書へのチラシ同封により、所有者等へ積極

的な登録勧奨を行います。 

・これまで展開してきた空家バンク事業に加え、新たに以下の取り組みについて実施を

検討します。 

① 除却後の跡地等を対象とした「空き地バンク事業」 

② 介護施設への入居等を希望・予定している所有者が現に居住する物件を登録し、 

物件購入希望者とのマッチングを行う「住み替えバンク事業」 

③ 購入を希望する方の条件をニーズとして登録し、空家等の所有者へそのニーズを 

情報発信し、マッチングを行う「ニーズバンク事業」 

 

（２）住宅以外のマッチング支援 

 令和６（2024）年度に実施した実態調査の結果、市内には、住宅以外にも未活用の店舗、

事務所、倉庫が点在していることが明らかとなりました。このことから、住宅以外の不動産

についても、利活用や流通促進を図るため、マッチングを推進します。 

 

【具体的な取り組み】 

・商工業事業者向けに空き店舗や空き工場、空き倉庫、空き用地などの情報を掲載した

「空き工場・空き店舗バンク」の実施を検討します。 

・空家バンク事業への「農地付き空き家」の登録物件数の増加を図り、就農希望者向け

に広く情報発信します。 
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２ 民間事業者との協力・連携による再流通の促進 

 

 空家等の市場への再流通促進に向けては、市が実施する空家バンク事業のほか、民間

事業者が実施する空き家マッチング事業等との連携も有効な手法となります。 

 民間において展開されている空家等の再流通促進に向けた取り組みと積極的な連携を

図り、公民連携により再流通の促進を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

・所有者等が抱える未活用の空家等について、売却や譲渡、賃貸等の多様な選択肢を

提供するため、民間企業と積極的な連携を図ります。 

・市の空家バンク事業と併せ、民間企業が提供する空き家のマッチングサービスや買取

サービスを周知することで所有者等の個々のニーズに見合った選択をサポートします。 

 

 

    

 

３ 再流通や利活用促進に向けた支援 

 

 未活用となっている空家等の再流通の促進、利活用の促進を図るため、補助金等による

支援を行います。 

 

【具体的な取り組み】 

・未活用だった空家等を居住のためにリフォームする場合に、リフォーム費用に対する補

助（空家等利活用補助金）を行うことで、遊休資産の利活用を図ります。 

・移住者希望者に対し、空家等の取得費用に対する補助を行うことで、空家等の再流通

の促進とともに、移住・定住の促進を図ります。 

 

  

【令和６（2024）年度に４社の民間企業と連携協定を締結】 
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４ 空家等活用促進区域 

 

 令和５（2023）年の空家特措法の改正により、空家等の活用を通じ、地域における経済

的社会活動を促進することを目的として、市町村が重点的に空家等の活用を図る区域を

定め、区域内の空家等の所有者等へ必要な要請を行うことや、接道規制など合理化等の

措置を講じることができるとされました。 

 本市では、現時点において空家等活用促進区域の指定は行っておりませんが、当該計画

期間内に、促進区域の指定及び促進区域の誘導用途等を定める空家等活用促進指針の

策定について検討を進めます。区域の設定にあたっては、国が示す「空家等活用促進区域

の設定に係るガイドライン」に準じて検討を行います。 

  

（1）空家等活用促進区域設定の検討にあたり基本的な考え方 

 促進区域は空家等の活用を通じて、地域における経済的社会的活動を促進することが

目的となります。「中心市街地の活性化」「福祉増進」「コミュニティ維持」といった目的意識

を持った制度活用が重要となるほか、都市計画マスタープランや立地適正化計画と調和を

図る必要があります。 

 区域設定にあたっては、「宮古市立地適正化計画」で設定している「都市機能誘導区域」

「居住誘導区域」「地域拠点区域」を基本とし、経済的社会的活動の促進、空家等の分布状

況、空家等の活用可能性や住民のニーズなどを勘案し検討を進めます。 

 

（2）空家等活用促進区域における利活用促進に向けた取り組み 

 無接道地や異形地といった低未利用地上の空き家は、建築基準法上の制約など促進区

域内の利活用促進にあたり大きな支障が生じます。立地適正化計画においても、防災性や

都市機能の効率的な配置といった視点から課題となります。 

無接道地や異形地といった低未利用地上の空き家を取得、除却し、土地状態を解消す

る場合の費用を補助するなど、促進区域内の利活用促進に資する取り組みの検討を進め

ます。 

また、促進区域内の空家等所有者に対して、活用指針に定めた誘導用途に供する利活

用の要請を、書面や訪問等による実施を検討します。 

接道規制及び用途規制の緩和などの特例適用要件の設定については、特例適用に対す

る住民などのニーズ調査や促進区域内の空家の実態把握などを行った上で、必要性の検

討を行います。 
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第７章 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

 

１ 管理に問題がある空家等への対応 

 

 空家特措法に規定されている管理不全空家等や特定空家等と認定するためには、空家

特措法のほか、国から示されているガイドラインに基づいた手続きが必要となります。 

 手続きを円滑に行うため、空家特措法に規定された市の権限に属する事項をルール化し、

管理不全空家等及び特定空家等の解消に向け取り組みを行います。 

 

（１）住民等からの相談と事前調査の実施 

 空家等対策の基本的な方針に基づき、空家等の所有者等、地域で解決が困難である空

家等に関し、市民などからの相談があった場合やその実態を把握した場合は、所在や空家

等の現況、その他必要な事項について、市において事前調査を実施します。 

 

(2)現地確認の実施 

 市は、事前調査の結果、必要があると認められる場合は、必要な限度において現地確認

を実施します。 

 

(3)所有者等の調査 

 空家等の現地確認により、適切な管理が行われていないと判断した場合、市は空家等の

所有者等を登記簿情報や納税者情報などにより調査し、所有者等に対し、空家等の適切な

管理を促す情報の提供、助言その他必要な援助を行います。 

 

(4)立入調査の実施 

 特定空家等と疑われる場合、必要に応じ、必要な範囲内で立入調査を実施します。 

 調査は、国のガイドラインに基づき特定空家等判定の根拠となる状況を具体的に示すた

めの調査となり、周辺に及ぼす影響についての確認も併せて行います。 

 ただし、道路に面する塀が倒壊の危険性があるなど、措置を要す構造物等について外観

目視により判断可能な場合は、立入調査は行わないこととします。 

 立入調査の実施にあたっては、調査実施予定日の５日前までに、当該空家等の所有者等

にその旨を通知します。空家特措法には、通知に対して立入調査を拒否した場合等の過料

が定められていますが、相手方の抵抗を排除してまで調査を行う権限を認めるものではな

いことから、所有者等からの明示的な拒否があった場合、該当敷地に立ち入らず外観目視

で調査を行います。 
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２ 管理不全空家等と特定空家等の認定 

 

(1)管理不全空家等又は特定空家等であることを総合的に判断する際の基本的な考え方 

 空家特措法では、空家等が次の①～④の状態にあると認められるものが特定空家等に

該当するもの、そのまま放置すればこれらの各状態に該当することとなるおそれがあると認

められるものが管理不全空家等に該当するものと規定しています。 

 また、国のガイドラインでは、これら４つの状態であるか否かを判断するための判断基準

が示されています。本市は、このガイドラインに基づき、管理不全空家等又は特定空家等で

あるか否かを判断するものとします。 

 なお、判断にあたっては、必ずしも定量的な基準により一律に判断せず、周辺の建築物や

通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか、またその悪影響の程度や危険等の切

迫性など、総合的な判断により認定の妥当性を判断するものとします。 

 

① そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

（具体例） 

・建築物が倒壊等するおそれがある。 

・擁壁が老朽化し崩壊するおそれがある。 

 

② そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

（具体例） 

・吹付け石綿等が飛散し、暴露する可能性が高い状況である。 

・ごみの放置、不法投棄等により、多数のねずみやハエ、蚊等が発生し、地域住民の日常生

活に支障を及ぼしている。 

 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

（具体例） 

・窓ガラスが割れたまま放置されている。 

・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 

 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

（具体例） 

・立木の枝等が近隣の道路にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 

・住みついた動物等が原因で、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 
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【管理不全空家等・特定空家等の判断の参考基準（国土交通省）】 

 

 

出典：国土交通省 
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(2)管理不全空家等又は特定空家等の認定手続き 

 管理不全空家等又は特定空家等の認定は、所有者等への不利益処分が予定されるた 

め、その認定にあたっては、透明性・公平性の確保に留意した認定手続きを構築する必 

要があります。 

 このため、本市では、空家特措法及び空家条例に基づき設置する「宮古市空家等対策推

進協議会」や庁内組織である「宮古市空家等対策連絡調整会議」において協議を行ったう

えで管理不全空家等又は特定空家等を認定します。 

 

３ 管理不全空家等と特定空家等に対する措置 

  

(1)管理不全空家等に対する措置の流れ 

①助言又は指導（空家特措法第１３条第１項） 

 所有者等に対し、除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとるよう助言又は指導することができます。 

 

②勧告（空家特措法第１３条第２項） 

 助言又は指導をした場合、状態が改善されないと認めるときは、所有者等に対し、猶予期

限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができます。 

 勧告後は、管理不全空家等の状態が改善されるまで、固定資産税の住宅用地に係る特

例が解除されます。 

＜固定資産税の住宅用地の特例の概要＞ 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 特例率 

小規模住宅用地 
住宅 1 戸につき 

200 ㎡までの部分 
評価額×1/6 

一般住宅用地 

住宅 1 戸につき 

200 ㎡を超える部分 

（家屋面積の 10 倍まで） 

評価額×1/3 

 

③助言又は指導、勧告をしても改善が認められないとき 

 空家特措法に基づく助言又は指導及び勧告をしても改善が認められないときは、国のガ

イドラインに基づく判断や「宮古市空家等対策推進協議会」の意見等を踏まえ、特定空家等

への認定を検討します。 

 なお、通常は管理不全空家等の認定を経たうえで特定空家等の認定に移行することとな

りますが、空家等の状態によっては、管理不全空家等への認定を経ることなく、特定空家等

として認定する場合もあります。 
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(2)特定空家等に対する措置の流れ 

①助言又は指導（空家特措法第２２条第１項） 

 所有者等に対し、除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとるよう助言又は指導することができます。 

 

②勧告（空家特措法第 22 条第２項） 

助言又は指導をした場合、状態が改善されないと認めるときは、所有者等に対し、猶予期

限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができます。勧告後は、管理不全空家等

と同様、特定空家等の状態が改善されるまで、固定資産税等の住宅用地に係る特例が解

除されます。 

 

③命令（空家特措法第３条から第６条） 

 勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合、特

に必要があると認めるときは、その所有者等に対し、猶予期限を付けて、その勧告に係る措

置をとることを命じます。 

 命令を実施する場合、あらかじめ所有者等に対し、意見書及び自己に有利な証拠を提出

する機会を与えることとなりますが、所有者等の請求があった場合は意見書の提出に代え

て、公開による意見の聴取を行います。 

 

④標識の設置、公示（空家特措法第２２条第１３項） 

 命令を行った場合、対象となる特定空家等に標識を設置し、市の掲示場への掲示によっ

て、空家特措法の規定による命令が行われている旨を公示します。 

 

⑤行政代執行（空家特措法第 22 条第９項） 

 命令を行って、所有者等が必要な措置の履行をしないとき、履行しても十分でないとき又

は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和 23（1948）年

法律第４３号）の定めるところにより、本来特定空家等の所有者等が履行すべき措置を代

執行又は第三者にさせることができます。 
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【管理不全空家等、特定空家等に対する措置フロー】 

 

 

 

【参考】前期計画（H28（2016）～R６（2024））の特定空家等認定件数  ４件  

※うち３件は助言等により改善 
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４ 空家特措法に基づく措置以外の対応 

 

(1)空家条例に基づく応急措置 

 空家等が市民の生命、身体又は財産に損害を与えるおそれがあると認められる場合であ

って、これらの保護のために緊急に措置を行う必要があると認められるときは、損害の予防

や拡大を防ぐための必要最小限度の措置を講じます。また、この応急措置に要した費用

は、所有者等から徴収することができます。（空家条例第９条） 

 

(2)他の法令等諸制度による対応 

 空家等のうち、本市が関与すべき事案であると判断した場合、空家特措法による対応の

ほか、建築基準法（昭和２５（1950）年法律第２０１号）、消防法（昭和２３（1948）年法律第

１８６号）、災害対策基本法（昭和３６（1961）年法律第２２３号）など、他の法令による措置が

考えられることから、空家等の悪影響の程度、切迫性等を総合的に判断し、措置の内容を

選択します。 

 

【空家等への対応が考えられる主な関係法令】 

法 令 概 要 

建築基準法 

（第１０条） 

・特定行政庁は、特殊建築物等のうち、そのまま放置すれば著しく

保安上危険となるおそれがある既存不適格建築物等について、

必要な措置を勧告でき、当該措置がとられなかった場合で特に

必要と認めるときは命令できる。 

・特定行政庁は、現に著しく保安上危険な既存不適格建築物等に

ついて必要な措置を命令できる。 

・特定行政庁は、上記命令に基づく措置が講じられないとき等は

除却等の代執行ができる。 

消防法 

（第３条） 

・消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予

防に危険であると認める物件や消火、避難その他の消防の活動

に支障になると認める物件の所有者等に対して、危険物や放置

された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理を命ずるこ

とができる。 

災害対策基本法 

（第６４条） 

・市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさ

に発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため

緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物

又は物件で当該応急措置の実施の支障となるものの除去その

他必要な措置をとることができる。 
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第８章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

１ 空家等に関する対策の実施体制 

 

（１）宮古市空家等対策推進協議会 

 「空家等対策計画」の作成及び変更並びに特定空家等の所有者等に対する措置の実施

にあたり、行政のみならず専門的な知見を有する第三者からの多角的な意見を踏まえ、公

平公正に実施する必要があることから、幅広い分野の専門家や市民などで構成する諮問

機関として「宮古市空家等対策推進協議会」を空家特措法及び空家条例に基づき設置し

ています。協議会は、次に掲げる事項について協議を行います。 

・「空家等対策計画」の策定及び変更並びに実施に関すること 

・特定空家等の認定、措置の方針等に関すること 

 

 委員は全１２人をもって組織し、構成は以下のとおりです。 

・市長  ・市議会選出議員  ・学識経験を有する者  ・公募による者 

・その他市長が必要と認める者 

 

(2)宮古市空家等対策連絡調整会議 

「空家等対策計画」の策定や変更、空家等に関する対策全般について、庁内関係課が横

断的に連携して推進を図っていく必要があることから、空家等の相談窓口である企画課が

中心となり、下表の庁内関係部署が具体的な検討及び情報共有を行うための庁内組織と

して「宮古市空家等対策連絡調整会議」を設置しています。 

 

【宮古市空家等対策連絡調整会議委員名簿】 

委員長 企画部長 

委員 企画部 企画課長 

総務部 税務課長 

エネルギー・環境部 環境課長 

市民生活部 市民協働課長 

保健福祉部 福祉課長、介護保険課長 

商工労働観光部 商業振興課長、企業立地推進課長 

都市整備部 建設課長、都市計画課長、建築住宅課長 

上下水道部 経営課長、生活排水課長 

危機管理監 危機管理課長、消防対策課長 

企画部 田老総合事務所長、新里総合事務所長、川井総合事務所長 

 

(3)関係機関との連携 

 空家等をめぐる地域住民や所有者等からの相談は多岐にわたります。 

現行の庁内組織体制に準じて記載。組

織改編に合わせて公表時に修正 
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 専門的な相談については、宮古市空家等対策推進協議会や宮古市空家等対策連絡調

整会議のみならず、法務局、岩手県司法書士会、岩手県宅地建物取引業協会、連携協定

団体などの関係機関、関係団体や、建築士などの関係資格者団体、宮古市シルバー人材

センターなどの団体に加え、警察、商工会議所、地域団体、さらには民間企業と適時情報

共有を行い、連携・協力して対応するものとします。 

 

２ 住民等からの空家等に関する相談への対応 

 

 本市は、住民や町内会等からの苦情や相談、所有者等からの空家等の管理や処分等に

関する相談に迅速に対応するため、相談窓口を企画課に１本化し、相談内容に応じて庁内

関係部署や関係機関と連携して対応します。 

 

(1)住民からの空家等に関する苦情や相談への対応 

 住民や町内会等からの空家等に関する苦情や相談が寄せられた場合、対象となる空家

等の所在や状況等を聞き取り、調査のうえ、状況に応じて関係部署と協議し、対応を検討・

実施します。 

 

現行の庁内組織体制に準じて記載。組

織改編に合わせて公表時に修正 
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(2)所有者等からの空家等に関する相談への対応 

 所有者や町内会等からの空家等に関する相談は、税金や相続に関すること、空家等の管

理や処分に関することなど、多岐にわたります。 

 市の相談窓口で相続の状況や管理状況、今後の意向など丁寧な聞き取りを行ったうえで、

市の関係部署のほか、その他関係機関への相談へと適切に繋ぎます。 

 また、必要に応じて空家等対策の推進に連携・協力して取り組む民間企業のサービスを

紹介することで、所有者の意向に沿った支援に繋げます。 

 

 

現行の庁内組織体制に準じて記載。組

織改編に合わせて公表時に修正 



 

 

 - 54 -  

 

【空家等に関する庁内の連携体制】 

部 課 対応業務等（主なもの） 

総務部 税務課 ・所有者等調査に係る所有者等の情報共有 

・固定資産所有者等への啓発（納税通知書へのチラ

シ同封） 

・税制上の優遇支援の実施、検討 

・固定資産税の住宅用地特例の適用除外処理 

企画部 企画課 

【主担当課】 

・空家等に関する総合相談窓口の設置、運営 

・空家等対策推進協議会、宮古市空家等対策連絡調

整会議の設置、運営 

・データベースの整備、管理 

・空家バンクの設置・運営 

ほか空家等対策の推進に関すること 

各総合事務所 ・各地域からの相談受付、現地初期対応 

エネルギー・

環境部 

環境課 ・樹木の越境対応 

市民生活部 市民協働課 ・市民との協働（町内会との情報共有等） 

・公衆衛生、不法投棄 

・弁護士無料相談の案内 

保健福祉部 福祉課 ・民生委員との連携 

介護保険課 ・高齢者等への啓発（エンディングノートの配付等） 

商工労働観

光部 

商業振興課 ・商店街活性化（空き店舗の利活用推進等） 

企業立地推進課 ・空き工場、作業場などの利活用、再流通支援 

都市整備部 建設課 ・交通障害等除去 

都市計画課 ・立地適正化計画等まちづくりに関する諸計画との

調整 

建築住宅課 ・住宅耐震化への支援 

・危険建築物への助言や指導 

・管理不全空家等、特定空家等の調査及び判断 

危機管理監 危機管理課 ・地域防災計画、災害対策 

消防対策課 ・防火、防災対応 

上下水道部 経営課 

生活排水課 

・上下水道等ライフライン等の情報共有 

※このほか、必要に応じて連携するものとする。 

 

 

 

  

現行の庁内組織体制に準じて記載。

組織改編に合わせて公表時に修正 
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第９章 計画の検証 

 

１ 本計画の進行管理と見直し 

 

 本計画の推進にあたっては、計画の進捗管理と事業の評価・検証を毎年行うことが重要

になります。具体的には、宮古市空家等対策推進協議会や宮古市空家等対策連絡調整会

議において、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な計画管理に基づく各施策の取り組み状況や効

果の評価・検証を行うほか、関係する法令の改正、国や県の空家等対策に関する補助制度

などの動向、社会状況の変化、本市における空家等の状況の変化、実施した各施策の効果

などにより、必要に応じて改善と見直しを行います。 
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２ 数値目標 

 

 本計画に掲げる対策の達成状況や施策の効果を検証するため、以下のとおり指標及び

数値目標を設定します。 

指標① 管理不全空家等、特定空家等の件数【年度末時点】 

 管理に問題のある空家等の所有者等に対して市が実施する助言・指導などの措置により、

状態の改善を図ります。 

【数値目標】 

現状値（令和６（2024）年度） 目標値（令和１２（2030）年度） 

１件 0 件 

目標値根拠：管理不全空家等、特定空家等件数の 0 件を目指すもの 

 

指標② 空家等利活用補助金（解体撤去）交付件数【単年】 

 所有者等による適切な管理が困難となっている空家等の除却を支援することで、状態の

悪化を未然に防ぐとともに、跡地の利活用に繋げます。 

【数値目標】 

現状値（令和６（2024）年度） 目標値（令和１２（2030）年度） 

46 件 50 件 

目標値根拠：例年の申請件数並みの解体撤去件数維持を目指すもの 

 

指標③ 空家バンク成約件数【単年】 

 空家バンク事業の拡充や事業の効果的な周知を実施し、空家等の再流通の促進を図り

ます。 

【数値目標】 

現状値（令和６（2024）年度） 目標値（令和１２（2030）年度） 

9 件 20 件 

目標値根拠：拡充予定の事業を含め、空き家バンク事業全体の成約件数倍増を目指すもの 

 

指標④ 空家等利活用補助金（取得及びリフォーム）交付件数【単年】 

 移住者による空き家の取得や居住目的での空き家の改修に対する支援を行うことで、空

家等の再流通及び利活用の促進を図ります。 

【数値目標】 

現状値（令和６（2024）年度） 目標値（令和１２（2030）年度） 

4 件 6 件 

目標値根拠：空家バンク事業の拡充を加味し、1.5 倍程度の増加を目指すもの 
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参考資料 

 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６（2014）年法律第１２７号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を

保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、

空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第

二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推

進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体

が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の

収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用

の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めな

ければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施そ

の他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する

情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努
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めなければならない。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第

二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項まで

の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
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３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家

等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経

済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要と

なると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進

区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活

用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中

心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生

拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）

第二条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を

有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事

項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要

な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条

において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地

の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活

用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家

等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第

一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。

次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第

四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項に

おいて準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受

けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二

項の規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適

用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満

の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接

するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区

域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして



 

 

 - 60 -  

 

国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進

区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定

する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百

号）第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の

区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域

の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなけれ

ばならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十

七条第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三

項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」と

いう。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用

促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又

は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は

第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書

の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行

政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合

において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なけ

ればならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁

は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進

区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、

同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項

及び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針

との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提

供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため

の協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の
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議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が

必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行う

ことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しく

はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を

通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行

のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的の

ために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用す

る目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関する

ものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために

必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家

等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう
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適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同

じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置す

れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態

にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針

（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が

特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をするこ

とができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の

状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きい

と認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空

家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置につい

て勧告することができる。 

 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると

きは、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定

による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請

求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認

めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請

求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要

があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百

六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供
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その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、

空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当

するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経

済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対

し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要

な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認

めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分

についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）

が第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表され

たときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基

準法第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは

「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において

準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に

定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適

用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七

条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたとき

は、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第

四十八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項ま

で及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」

と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得

ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七

号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表さ

れた同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特

例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した

場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定

のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて

許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」と

あるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 
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（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化

調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十

項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途

に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当

該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の

結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をす

るものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空

家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘

導用途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定に

よる許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切

な配慮をするものとする。 

 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）

第二十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村か

らの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他

の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方

住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定

する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法

律第百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、

空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済

的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことが

できる。 

 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平

成十七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三

条第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の

跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことがで

きる。 
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第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放

置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）

をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶

予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わな

ければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項

に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の

期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）

の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ

とができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措

置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知するこ

とができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われる

べき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができな

いときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」とい
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う。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期

限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わな

いときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する

旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状

態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環

境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項ま

での規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわら

ず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置

実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第

六条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土

交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章

（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項

に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理

若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を

適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支

援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住

所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更

するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 
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（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家

等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管

理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その

他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事

務を行うこと。 

 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため

必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認

めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを

命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項

の規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら

ない。 

 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情

報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があ

るとして、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連

情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度

で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するとき

は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連

情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対
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し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をす

ることを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る

空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成

又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとす

る。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理

由を明らかにしなければならない。 

 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な

管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による

請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、

第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定に

よる請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請

をした支援法人に通知するものとする。 

 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対

する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以

下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公

布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
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（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条

に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特

別措置法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定

の適用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあ

るのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）

附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この

法律の施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新法第二

十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律に

よる改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」という。）第十

四条第十項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、

施行日以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法

第十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定につ

いて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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２ 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正概要 

 

 

出典：国土交通省  
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３ 宮古市空家等の適正管理に関する条例（平成２９（2017）年条例第１０号） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適正な管理及び活用の総合的な対策の推

進に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮ら

せる社会の実現に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

 

（立入調査等） 

第３条 市長は、空家等の所在及び当該空家等の所有者を把握するための調査並びに第

９条の規定による応急措置その他空家等に関し、特に必要と認める場合は、法第９条の規

定に基づく立入調査等（以下「立入調査等」という。）を行うものとする。 

 

（管理不全空家等の認定及び取消し） 

第４条 市長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められるときは、管理不全空

家等として認定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により管理不全空家等と認定したときは、遅滞なく、確知した当該

管理不全空家等の所有者等に対し、法第１３条第１項に規定する指導を付して通知するも

のとする。 

３ 市長は、管理不全空家等が管理又は除却により第１項の適切な管理が行われていない

状態を解消したと認めるときは、当該管理不全空家等の認定を取り消すものとする。 

 

（管理不全空家等に対する措置） 

第５条 市長は、前条第２項の指導をした管理不全空家等の状態が改善されないと認めら

れるときは、当該管理不全空家等の所有者等に対し、法第１３条第２項の規定による勧告そ

の他必要な措置を行うものとする。 

 

（特定空家等の認定及び取消し） 

第６条 市長は、空家等が不適切な状態にあり、特定空家等に該当すると思料するときは、

第１１条の宮古市空家等対策推進協議会の意見を聴いた上で、特定空家等として認定する

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により特定空家等と認定したときは、遅滞なく、確知した当該特定

空家等の所有者等に対し、法第２２条第１項に規定する助言又は指導を付して通知するも

のとする。 
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３ 市長は、特定空家等が管理又は除却により第１項の不適切な状態を解消したと認める

ときは、当該特定空家等の認定を取り消すものとする。 

 

（特定空家等に対する措置） 

第７条 市長は、立入調査等により、前条第２項の助言又は指導をした特定空家等の状態

が改善されないと認められるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、法第２２条第２項

の規定による勧告、法第２２条第３項の規定による命令又は法第２２条第９項、第１０項若し

くは第１１項の規定による代執行その他の必要な措置を行うものとする。 

２ 市長は、前項の勧告を受けた特定空家等の所有者等が管理又は除却により当該勧告

に係る措置を履行し、不適切な状態を解消したと認められるときは、遅滞なく、当該勧告を

取り消すものとする。 

 

（公表） 

第８条 市長は、前条第１項の命令を受けた特定空家等の所有者等が当該命令に従わな

いときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名） 

(2) 当該命令の内容 

(3) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象とな

る所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

 

（応急措置） 

第９条 市長は、空家等が市民の生命、身体又は財産に損害を与え、若しくは与えるおそ

れがあると認められる場合であって、かつ、これらの保護のために緊急に措置を行う必要

があると認められるときは、その損害を予防し、若しくはその拡大を防ぐために必要な最小

限度の措置を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。 

２ 市長は、前項の措置を行ったときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該

空家等の所有者等に通知をするものとする。ただし、当該通知を受けるべき所有者等又は

その連絡先を確知することができない場合にあっては、その内容を告示することをもってこ

れに代えることができるものとし、当該告示の日から２週間を経過したときに当該通知の交

付があったものとみなす。 

３ 市長は、第１項の措置を行ったときは、当該措置に係る空家等の所有者等から当該措

置に要した費用を徴収するものとする。 

 

（空家等対策計画） 

第１０条 市長は、空家等の適正な管理及び活用に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、法第７条の規定に基づき、空家等対策計画を策定するものとする。 
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（空家等対策推進協議会） 

第１１条 法第８条第１項の規定に基づき、空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に

関する協議を行うため、宮古市空家等対策推進協議会（以下「推進協議会」という。）を置

く。 

 

（組織） 

第１２条 推進協議会は、委員１２人をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 市長 

(2) 市議会議員 

(3) 学識経験を有する者 

(4) 公募による者 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 前項第２号から第５号までの委員は、市長が任命する。 

３ 市長を除く委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 推進協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

５ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第１３条 推進協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めるこ

とができる。 

 

（庶務） 

第１４条 推進協議会の庶務は、企画部において処理する。 

 

（補則） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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附 則（令和元年１２月２７日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３日条例第２号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、この条例による改正後の宮古市空家

等の適正管理に関する条例第１１条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

 

附 則（令和５年１２月２６日条例第３４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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４ 宮古市空家等対策連絡調整会議規程（平成２８（2016）年訓令第１３号） 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第６条第１項の

規定による宮古市空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関し、必要な事項の検討

及び調査を行うとともに、空家等対策の推進及び連絡調整のため、宮古市空家等対策連

絡調整会議を置く。 

 

（組織） 

第２条 宮古市空家等対策連絡調整会議（以下「連絡調整会議」という。）は、委員長及び

委員をもって組織する。 

２ 委員長は、企画部長をもって充て、委員は、企画課長、税務課長、環境課長、市民協働

課長、福祉課長、介護保険課長、商業振興課長、企業立地推進課長、建設課長、都市計画

課長、建築住宅課長、生活排水課長、危機管理課長、消防対策課長、田老総合事務所長、

新里総合事務所長、川井総合事務所長及び経営課長をもって充てる。 

 

（会議） 

第３条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画課長がその職務を代理す

る。 

３ 連絡調整会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

 

（関係者の出席要請） 

第４条 委員長は、必要に応じ委員以外の者の会議への出席を要請することができる。 

 

（庶務） 

第５条 連絡調整会議の庶務は、企画部企画課において処理する。 

（補則） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年３月２９日訓令第３号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月３１日訓令第３号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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附 則（令和４年５月１１日訓令第５号） 

この訓令は、令和４年５月１１日から施行する。 

 

附 則（令和７年３月３１日訓令第３号） 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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５ 宮古市空家等対策推進協議会委員名簿 
 

所属機関団体等 氏 名 備 考 

一般社団法人岩手県建築士会 伊 藤  勝 博 会 長 

一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会 中 村  裕 三 副会長 

宮古市 中 村  尚 道  

宮古市議会 畠 山  智 章  

岩手県司法書士会 昆  裕 之  

岩手県土地家屋調査士会 腹 子  徹 哉  

株式会社メディケア・システム ガルシア  小 織  

株式会社岩手銀行 川 又  講 平  

宮古地域自治区（令和６年度廃止） 坂 下  幸 子  

田老地域自治区（令和６年度廃止） 小 林  德 光  

新里地域自治区（令和６年度廃止） 澤 出  清 蔵  

川井地域自治区（令和６年度廃止） 工 藤  正 行  

 

６ 宮古市空家等対策連絡調整会議委員名簿 
 

職名 氏名 備 考 

企画部長 岩 間  健 委員長 

企画課長 久 保 田  英 明  

税務課長 佐 々木  則 夫  

環境課長 小 笠 原  雅 明  

市民協働課長 和 美  邦 彦  

福祉課長 金 澤  建 司  

介護保険課長 中 野  剛 久  

商業振興課長 山 崎  義 剛  

企業立地推進課長 藤 田  和 幸  

建設課長 佐 々 木  拓  

都市計画課長 盛 合  弘 昭  

建築住宅課長 齊 藤  清 志  

生活排水課長 小 野 寺  隆  

危機管理課長 山 崎  正 幸  

消防対策課長 岩 花  一 則  

田老総合事務所長 久 保 田  亮 二  

新里総合事務所長 蒲 野  栄 樹  

川井総合事務所長 北 舘  克 彦  

経営課長 三 浦  幸 紀  
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７ 宮古市空家等対策計画策定経過 

 

年 月 日 事 項 

令和６年 ４月 １日 宮古市空家等対策推進協議会 委員委嘱 

  １９日 令和６年度宮古市空家実態調査開始（～令和７年３月１０日） 

令和７年 ４月 ２５日 第１回宮古市空家等対策連絡調整会議（策定方針等） 

 ５月 １日 第２回宮古市経営会議（策定方針） 

  ２６日 総務常任委員会（策定方針） 

  ２７日 第１回宮古市空家等対策推進協議会（策定方針等） 

 １２月 ２５日 第２回宮古市空家等対策連絡調整会議（策定案審議） 

令和８年 １月 １４日 第３回宮古市空家等対策推進協議会（策定案審議） 

    

    

    

    

 

編集中 


